
事 務 連 絡  

令和２年４月９日  

 

 

各都道府県森林整備保全事業担当部長 殿 

 

 

林野庁森林整備部計画課長  

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対

応について 

 

工事現場等における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等については、「工

事現場等における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」（令和２年２

月27日付け事務連絡）等において、適切な対応をお願いしているところでありますが、

令和２年４月７日に内閣総理大臣より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、林野庁直轄工事等における取扱いを別添のと

おり定めましたので、ご参考にお知らせします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても、周知をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：計画課課長補佐（施工技術班担当） 

   整備課課長補佐（林道事業班担当） 

   治山課課長補佐（施設実行班担当） 



２ 林 政 政 第 4 3 号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日

各森林管理局長 殿

林 野 庁 長 官

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応

について

このことについて、大臣官房参事官（経理）から別添写しのとおり通知があったので、

お知らせする。

なお、貴管下関係機関に対しては、貴職から通知願いたい。

（ 担当：林政課会計経理第１班支出負担行為第２係 内線 6009 ）








